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資料-１ 

国分寺市地域バス運行事業者の選定に関する経過について 

 

令和６年 11 月に京王バス株式会社より、深刻なバス乗務員不足に伴い、採

用強化等の諸施策を講じたものの乗務員不足の改善には至らず、厳しい事業環

境が続くことが見込まれることから日吉町ルート、東元町ルート、万葉・けや

きルートの運行受託継続が困難な状況にあるため、「国分寺市地域バス運行事

業に関する協定書」の第 10 条に基づく協定解除の申し入れがありました。市

としては、市民生活に影響を与えず、ぶんバスの運行を維持することが必要で

あるため、現行の運行計画継続を目的に日吉町ルート、東元町ルート、万葉・

けやきルートの国分寺市地域バス運行事業者を選定することを、国分寺市地域

バス運行事業に係る公募型プロポーザル基本方針により決定した。 

国分寺市地域バス運行事業者選定委員会において、運行事業者を選定するた

めの選定基準及び審査基準等の検討を行った上で、本プロポーザルの参加事業

者の募集を行い、書類審査による第一次審査、プレゼンテーション及びヒアリ

ング審査による第二次審査を行った。 

 審査の結果、トーショー交通株式会社を協定締結の優先交渉権者として選定

した。 

 

（１) プロポーザル運行事業者公募経過 

令和７年１月 17日 プロポーザル実施要領公表、公募開始 

令和７年１月 31日 
企画提案参加申込書等受付締切 

 ・１社が参加申込み、参加資格が認められる。 

 

（２) 選定委員会経過と主な内容 

審査会開催日 主な内容 

第２回選定委員会 

（令和６年 12月 26日開催） 
・プロポーザル実施要領、審査基準の検討 

プロポーザル第二次審査 

（令和７年２月 17日開催） 
・プロポーザル第二次審査（プレゼンテーショ

ン・ヒアリング審査）の実施 

・優先交渉権者の選定 

※第一次審査（書類審査）は事務局により評点

し、選定委員の承認を経て第二次審査を実施 
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資料-１ 

優先交渉権者の決定 

（令和７年２月 19日） 
・トーショー交通株式会社を、下記の３ルー

トの協定締結の優先交渉権者として決定。 

日吉町ルート 

東元町ルート 

万葉・けやきルート 

 


